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鳩
山
由
紀
夫
内
閣
に
お
け
る
外
務
省
在
外
職
員
の
健
康
管
理
休
暇
制
度
に
係
る
改
革
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

外
務
省
に
お
け
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
に
つ
い
て
、
昨
年
十
一
月
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七

三
第
一
四
号
）
で
は
「
御
指
摘
の
健
康
管
理
休
暇
制
度
に
関
し
て
は
、
岡
田
外
務
大
臣
の
指
示
に
基
づ
き
外
務
省
内
に
武
正
外

務
副
大
臣
と
吉
良
外
務
大
臣
政
務
官
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
立
ち
上
げ
た
『
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
』
に
お
い
て
、
在

勤
手
当
と
併
せ
て
検
証
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
四

第
四
六
四
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
前
文
で
触
れ
た
「
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
よ
り
、
健
康
管
理
休
暇
制
度
に
つ
い
て

ど
の
様
な
検
証
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
実
際
に
そ
れ
が
ど
の
様
に
反
映
さ
れ
、
ど
の
様

な
見
直
し
が
な
さ
れ
た
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
の
『
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
』
は
、
健
康
管
理
休
暇
制
度
に
つ
い
て
、
同
趣
旨
の
休
暇
制
度
が
先
進
各
国
、
国
際
機
関
に
お
い
て
も
お
お
む
ね
導
入
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
健
康
管
理
休
暇
の
取
得
の
必
要
性
に
つ
き
各
在
勤
地
の
勤
務
・
生
活
環
境
の
厳
し
さ
に

応
じ
て
検
証
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
休
暇
取
得
資
格
の
発
生
時
期
を
見
直
す
と
と
も
に
、
休
暇
取
得
に
際
し
経
済
的
な
航
空
賃
の

利
用
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
は
、
前
年
度
に
比
べ
、
総
額
で
約
一
億
八
百
万
円
、

一



約
二
十
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
と
な
っ
た
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
答
弁
に
は
「
各
在
勤
地
の
勤
務
・
生

活
環
境
の
厳
し
さ
」
と
あ
る
が
、
外
務
省
と
し
て
、
ど
の
様
な
方
策
を
も
っ
て
、
ど
の
様
な
基
準
に
基
づ
き
、
右
に
つ
い
て

の
評
価
・
判
定
を
し
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
「
休
暇
取
得
に
際
し
経
済
的
な
航
空
賃
の
利
用
を
徹
底
す
る
こ
と
と
し
た
」
と
あ
る
が
、
外
務
省

在
外
職
員
が
健
康
管
理
休
暇
制
度
に
よ
り
航
空
機
を
利
用
す
る
際
の
座
席
の
ク
ラ
ス
等
航
空
運
賃
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
ど

の
様
に
な
っ
て
い
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
は
、
健
康
管
理
休
暇
制
度
の
平
成
二
十
二
年
度
予
算
額
が
前
年
度
比
で
総
額
約
一
億
八
百
万
円
、
約

二
十
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
と
な
っ
た
と
あ
る
が
、
右
の
減
額
、
引
き
下
げ
の
金
額
は
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
根
拠
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

三
の
減
額
、
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
た
結
果
、
外
務
省
在
外
職
員
一
人
当
た
り
に
掛
か
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
の
費
用
は
ど

の
程
度
に
な
る
の
か
、
大
ま
か
な
計
算
で
構
わ
な
い
と
こ
ろ
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

五

岡
田
克
也
外
務
大
臣
と
し
て
、
「
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
よ
り
見
直
し
を
経
た
、
現
在
の
四
の
健
康
管
理

休
暇
制
度
の
水
準
は
、
社
会
通
念
上
妥
当
な
金
額
で
あ
り
、
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

二



六

岡
田
大
臣
と
し
て
、
「
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
に
よ
る
こ
の
度
の
検
証
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
三
年
度
予
算

案
に
お
け
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
の
予
算
額
を
ど
の
様
に
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

七

健
康
管
理
休
暇
制
度
に
つ
い
て
、
不
健
康
地
に
あ
る
在
外
公
館
に
よ
り
、
複
数
の
駐
在
邦
人
企
業
の
休
暇
制
度
等
に
つ
い

て
の
照
会
（
以
下
、
「
照
会
」
と
い
う
。
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
照
会
」
に
つ
い
て
「
民
間
企
業

に
お
け
る
海
外
駐
在
員
の
休
暇
制
度
の
実
態
調
査
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
客
観
性
を
一
層
向
上
さ
せ
る
た
め
、
平
成
二
十
二

年
度
に
お
け
る
在
勤
手
当
に
関
す
る
民
間
調
査
機
関
に
よ
る
委
託
調
査
の
中
で
、
我
が
国
の
民
間
企
業
の
休
暇
制
度
に
つ
い

て
も
調
査
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
「
民
間
調
査
機
関
」
と
は
ど
こ
の
機
関
を

指
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
当
該
機
関
は
ど
の
様
な
経
緯
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
の
か
、
更
に
当
該
機
関
に
よ
る
調
査
は
い
つ
か

ら
、
ど
の
様
な
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
最
終
的
な
結
果
は
出
て
い
る
の
か
否
か
等
、
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
。

八

前
自
民
・
公
明
政
権
で
は
、
「
照
会
」
の
サ
ン
プ
ル
と
な
っ
た
企
業
数
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
ず
、
そ
も
そ
も
外
務
省

と
し
て
、
不
健
康
地
に
所
在
す
る
在
外
公
館
か
ら
「
照
会
」
を
行
っ
た
全
て
の
企
業
数
に
つ
い
て
の
報
告
す
ら
受
け
て
お
ら

ず
、
同
省
に
お
け
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
及
び
同
省
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
得
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
全
く
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
七
の
調
査
に
つ
い
て
「
民
間
企
業
の
休
暇
制
度
に
関
す
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
健
康
管
理

三



休
暇
に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
得
る
た
め
、
可
能
な
範
囲
で
情
報
を
開
示
し
て
い
き
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
と
し
て
、
同
制
度
及
び
「
照
会
」
に
つ
い
て
ど
の
程
度
情
報
開
示
を
行
い
、
国
民
の
理
解
を
得
る
考

え
で
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


